
第77回国民体育大会(栃木県)におけるトップアスリート参加資格特例措置対象者
（テニス）

●対象区分

① ○

② ○

対象期間：
設定順位：

④ ○

●対象者一覧

① ② ③ ④
1 錦織 圭 ニシコリ ケイ ○ ○ ○ ○
2 西岡 良仁 ニシオカ ヨシヒト ○ ○ ○ ○
3 ダニエル 太郎 ダニエル タロウ ○ ○ ○ ○
4 杉田 祐一 スギタ ユウイチ ○ ○ ○ ○
5 内山 靖崇 ウチヤマ ヤスタカ ○ ○ ○
6 添田 豪 ソエダ ゴウ ○ ○ ○
7 綿貫 陽介 ワタヌキ ヨウスケ ○ ○ ○
8 伊藤 竜馬 イトウ タツマ ○ ○
9 マクラクラン 勉 マクラクラン ベン ○ ○ ○
10 望月 慎太郎 モチヅキ シンタロウ ○
11 清水 悠太 シミズ ユウタ ○
12 島袋 将 シマブクロ ショウ ○
13 田島 尚輝 タジマ ナオキ ○
14 羽澤 慎治 ハザワ シンジ ○
15 今村 昌倫 イマムラ マサミチ ○
16 上杉 海斗 ウエスギ カイト ○
17 内田 海智 ウチダ カイチ ○
18 守屋 宏紀 モリヤ ヒロキ ○
19 中川 直樹 ナカガワ ナオキ ○
20 大坂 なおみ オオサカ ナオミ ○ ○ ○
21 土居 美咲 ドイ ミサキ ○ ○ ○ ○
22 日比野 菜緒 ヒビノ ナオ ○ ○ ○ ○
23 奈良 くるみ ナラ クルミ ○ ○ ○
24 日比 万葉 ヒビ マヨ ○ ○ ○
25 穂積 絵莉 ホヅミ エリ ○ ○
26 清水 綾乃 シミズ アヤノ ○ ○
27 小堀 桃子 コボリ モモコ ○ ○
28 柴原 瑛菜 シバハラ エナ ○ ○ ○
29 二宮 真琴 ニノミヤ マコト ○ ○ ○
30 加藤 未唯 カトウ ミユ ○ ○
31 青山 修子 アオヤマ シュウコ ○ ○ ○
32 本玉 真唯 ホンタマ マイ ○ ○
33 内藤 祐希 ナイトウ ユウキ ○ ○
34 村松 千裕 ムラマツ チヒロ ○
35 内島 萌夏 ウチジマ モユカ ○ ○
36 林 恵里奈 ハヤシ エリナ ○
37 松田 美咲 マツダ ミサキ ○
38 佐藤 久真莉 サトウ ヒマリ ○
39 清水 映里 シミズ エリ ○
40 佐藤 南帆 サトウ ナホ ○
41 川村 茉那 カワムラ マナ ○
42 華谷 和生 ハナタニ ナギ ○
43 岡村 恭香 オカムラ キョウカ ○

ランキング9位

ネクストジェンチーム／ランキング6位
ネクストジェンチーム
ネクストジェンチーム／ランキング4位

ナショナルチーム
ナショナルチーム
ネクストジェンチーム／ランキング2位

ナショナルチーム
ナショナルチーム
ナショナルチーム

ナショナルチーム／ランキング7位
ナショナルチーム

ランキング10位

ネクストジェンチーム
ネクストジェンチーム
ランキング8位

ネクストジェンチーム
ネクストジェンチーム
ネクストジェンチーム

ナショナルチーム

ナショナルチーム／ランキング1位
ナショナルチーム／ランキング5位
ナショナルチーム／ランキング3位

ランキング5位
ランキング9位
ナショナルチーム

ネクストジェンチーム
ネクストジェンチーム
ランキング4位

ネクストジェンチーム
ネクストジェンチーム
ネクストジェンチーム

ナショナルチーム
ネクストジェンチーム
ネクストジェンチーム

ナショナルチーム／ランキング10位
ナショナルチーム・ネクストジェンチーム／ランキング6位

ナショナルチーム

ナショナルチーム／ランキング3位
ナショナルチーム／ランキング8位
ナショナルチーム／ランキング7位

対象区分
備考

ナショナルチーム／ランキング1位
ナショナルチーム／ランキング2位

No. 氏 名 氏（カナ） 名（カナ） 種目等

中央競技団体強化指定選手

No. 備考

東京オリンピック出場者

JOCオリンピック強化指定選手

③ ○ 国内ランキング上位者
2021年5月1日～2022年4月30日
上位10名



① ② ③ ④

1 陸上競技 ○ ○ ○ ○ 314 名 1,457 名以内 341 名

2 水泳 ○ ○ ○ ○ 210 名 1,869 名以内 237 名

3 サッカー 920 名

4 テニス ○ ○ ○ ○ 43 名 410 名 43 名

5 ボート ○ ○ ○ 24 名 896 名 22 名

6 ホッケー 560 名 8 名

7 ボクシング ○ ○ 17 名 343 名 10 名

8 バレーボール ○ ○ 80 名 1,322 名 48 名

9 体操 ○ ○ ○ 24 名 725 名 31 名

10 バスケットボール ○ 42 名 1,024 名 24 名

11 レスリング 799 名

12 セーリング ○ ○ 26 名 703 名 27 名

13 ウエイトリフティング ○ ○ 19 名 411 名 16 名

14 ハンドボール 910 名

15 自転車 ○ ○ ○ 28 名 658 名 36 名

16 ソフトテニス ○ 32 名 648 名 34 名

17 卓球 ○ ○ ○ 15 名 460 名 17 名

18 軟式野球 512 名

19 相撲 470 名

20 馬術 339 名

21 フェンシング ○ ○ ○ 49 名 339 名 49 名

22 柔道 ○ 141 名 522 名 129 名

23 ソフトボール ○ ○ 20 名 715 名 15 名

24 バドミントン ○ ○ ○ 64 名 444 名 62 名

25 弓道 314 名

26 ライフル射撃 ○ ○ 38 名 428 名 31 名

27 剣道 475 名

28 ラグビーフットボール 712 名

29 スポーツクライミング ○ ○ ○ 52 名 309 名 39 名

30 カヌー ○ ○ ○ ○ 63 名 453 名 46 名

31 アーチェリー ○ ○ ○ 13 名 280 名 18 名

32 空手道 ○ ○ 68 名 414 名以内 68 名

33 銃剣道 193 名

34 なぎなた 314 名

35 ボウリング ○ 29 名 401 名 28 名

36 ゴルフ 〇 ○ 20 名 441 名 14 名

37 トライアスロン ○ 7 名 282 名 5 名

1,438 名 22,472 名 1,398 名

対象区分:①東京オリンピック競技大会参加者、②JOCオリンピック強化指定選手

　　　　　　 ③国内ﾗﾝｷﾝｸﾞ上位者、④中央競技団体強化指定選手

対象者総計

【対象者なし】 ―

―

―

【対象者なし】 ― ―

【対象者なし】 ―

【対象者なし】 ― ―

【対象者なし】 ― ―

【対象者なし】 ― ―

【対象者なし】 ― ―

【対象者なし】 ― ―

【対象者なし】 ― ―

【対象者なし】 ― ―

【対象者なし】 ― ―

【対象者なし】 ―

第77回国民体育大会(栃木県)実施競技における
トップアスリート特例対象選手一覧

令和4年4月30日現在

No. 競技名
対象区分 第77回大会

対象者数
第77回大会実施要項
参加人員(参考)

第76回大会
対象者数
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資料 No.11-(2)参考 

トップアスリートの国民体育大会参加資格の特例措置 

 

我が国の競技力向上を支援する観点より、一定の競技力を有する選手に対して、「トップアス

リートの国民体育大会参加資格の特例措置（以下「本特例」という。）」を下記のとおり定める。 

 

1. 特例の対象となる選手 

本特例の対象となる選手は、下記の条件のいずれかを満たす者とする。 

1) 大会開催の直近に開催されたオリンピック競技大会（冬季競技はオリンピック冬季競技

大会）に参加した者。 

2) 大会開催年の 4 月 30 日（冬季大会は前年 10 月 31 日）時点で、下記のいずれかに該当

し、各中央競技団体が本特例の対象として認めた者。 

（1） JOC オリンピック強化指定選手 

（2） 各競技（種目）における国内ランキング上位 10位以内の者 

（3） 中央競技団体が定めた強化指定選手 

※ 強化指定ランクについては、各競技における全日本選手権大会入賞レベル以上

のカテゴリーを対象とする。 

 

2. 特例の内容 

1） 予選会の免除 

本特例の対象となる選手については、都道府県予選会及びブロック大会を経ずに国民

体育大会本大会に参加することができるものとする。ただし、ブロック大会実施競技種

目･種別においては、当該都道府県代表選手又はチームがブロック大会に参加し、本大

会参加枠を獲得している場合とする。 

 

2） 資格要件（日数要件の緩和） 

本特例の対象となる選手が所属都道府県として「居住地を示す現住所」又は「勤務地」

を選択する場合は、日数に関する要件を定めないこととし、以下のとおりとする。 

（1） 居住地を示す現住所 

次の要件をいずれも満たすものとする。 

① 当該大会開催年の4月30日以前（冬季大会はこの前年同日）から大会終了時ま

で引き続き、住民票記載の住所に存する都道府県において生活している実態

があり、当該都道府県以外（海外を含む）において生活している実態がない

こと。 

なお、生活の実態については、下記要件により判断する。 

1. 自ら所有する住居、又は自らの名義で住居を賃借していること 

2. 当該住居に生計を一にする家族と共に住んでいること 

3. 当該住居の水道光熱費など費用を自ら負担していること 

4. 当該住居に主要な家財道具が存すること 

② 合宿、試合等により当該都道府県外で活動を行う場合、当該都道府県を移動

の起点としていること。 
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（2） 勤務地 

次の要件をいずれも満たすものとする。 

① 当該大会開催年の4月30日以前（冬季大会はこの前年同日）から大会終了時ま

で引き続き、雇用主と雇用契約を締結した上で、当該都道府県内に存する雇

用主の会社や事業所等に現実に通勤し、勤務していること。 

② 当該都道府県内で、競技普及活動等の事業に参加すること。 

 

3. 国内移動選手の制限 

本特例の対象となる選手の国内移動選手の制限については、国民体育大会開催基準要項細

則第 3項-(1)-1)-③の通りとする。 

 

4. 特例の適用に係る手続き 

1) 正式競技実施中央競技団体は、当該大会開催年の 4 月 30 日（冬季大会は前年 10 月 31

日）現在における「1．特例の対象となる選手」の氏名等を別に定める様式により、公

益財団法人日本スポーツ協会宛に提出する。 

2) 公益財団法人日本スポーツ協会は、「国民体育大会参加申込システム」内にて、特例対

象選手一覧を公表する。 

3) 参加都道府県体育(スポーツ)協会は本特例活用者を別に定める様式により、当該大会実

施要項で定めた参加申込み締切り期日までに、公益財団法人日本スポーツ協会宛に提出

する。 

 

5. その他 

本特例に定めのない事項については、必要に応じ国民体育大会委員会において協議するも

のとする。 

 

附則 

本特例は、平成 23年 12 月 15 日に制定し、第 67回本大会より施行する。 

本特例は、平成 26年 5月 15 日に改定し、第 69回本大会より施行する。 

本特例は、平成 29年 6月 16 日に改定し、第 73回より施行する。 

本特例は、平成 30年 4月 1 日に改定し、同日より施行する。 
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トップアスリートの国民体育大会参加資格の特例措置 

 

我が国の競技力向上を支援する観点より、一定の競技力を有する選手に対して、「トップアス

リートの国民体育大会参加資格の特例措置（以下「本特例」という。）」を下記のとおり定める。 

 

1. 特例の対象となる選手 

本特例の対象となる選手は、下記の条件のいずれかを満たす者とする。 

1) 大会開催の直近に開催されたオリンピック競技大会（冬季競技はオリンピック冬季競技

大会）に参加した者。 

2) 大会開催年の 4 月 30 日（冬季大会は前年 10 月 31 日）時点で、下記のいずれかに該当

し、各中央競技団体が本特例の対象として認めた者。 

（1） JOC オリンピック強化指定選手 

（2） 各競技（種目）における国内ランキング上位 10位以内の者 

（3） 中央競技団体が定めた強化指定選手 

※ 強化指定ランクについては、各競技における全日本選手権大会入賞レベル以上

のカテゴリーを対象とする。 

 

2. 特例の内容 

1） 予選会の免除 

本特例の対象となる選手については、都道府県予選会及びブロック大会を経ずに国民

体育大会本大会に参加することができるものとする。ただし、ブロック大会実施競技種

目･種別においては、当該都道府県代表選手又はチームがブロック大会に参加し、本大

会参加枠を獲得している場合とする。 

 

2） 資格要件（日数要件の緩和） 

本特例の対象となる選手が所属都道府県として「居住地を示す現住所」又は「勤務地」

を選択する場合は、日数に関する要件を定めないこととし、以下のとおりとする。 

（1） 居住地を示す現住所 

次の要件をいずれも満たすものとする。 

① 当該大会開催年の4月30日以前（冬季大会はこの前年同日）から大会終了時ま

で引き続き、住民票記載の住所に存する都道府県において生活している実態

があり、当該都道府県以外（海外を含む）において生活している実態がない

こと。 

なお、生活の実態については、下記要件により判断する。 

1. 自ら所有する住居、又は自らの名義で住居を賃借していること 

2. 当該住居に生計を一にする家族と共に住んでいること 

3. 当該住居の水道光熱費など費用を自ら負担していること 

4. 当該住居に主要な家財道具が存すること 

② 合宿、試合等により当該都道府県外で活動を行う場合、当該都道府県を移動

の起点としていること。 
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（2） 勤務地 

次の要件をいずれも満たすものとする。 

① 当該大会開催年の4月30日以前（冬季大会はこの前年同日）から大会終了時ま

で引き続き、雇用主と雇用契約を締結した上で、当該都道府県内に存する雇

用主の会社や事業所等に現実に通勤し、勤務していること。 

② 当該都道府県内で、競技普及活動等の事業に参加すること。 

 

3. 国内移動選手の制限 

本特例の対象となる選手の国内移動選手の制限については、国民体育大会開催基準要項細

則第 3項-(1)-1)-③の通りとする。 

 

4. 特例の適用に係る手続き 

1) 正式競技実施中央競技団体は、当該大会開催年の 4 月 30 日（冬季大会は前年 10 月 31

日）現在における「1．特例の対象となる選手」の氏名等を別に定める様式により、公

益財団法人日本スポーツ協会宛に提出する。 

2) 公益財団法人日本スポーツ協会は、「国民体育大会参加申込システム」内にて、特例対

象選手一覧を公表する。 

3) 参加都道府県体育・スポーツ協会は本特例活用者を別に定める様式により、当該大会実

施要項で定めた参加申込み締切り期日までに、公益財団法人日本スポーツ協会宛に提出

する。 

 

5. その他 

本特例に定めのない事項については、必要に応じ国民体育大会委員会において協議するも

のとする。 

 

附則 

本特例は、平成 23年 12 月 15 日に制定し、第 67回本大会より施行する。 

本特例は、平成 26年 5月 15 日に改定し、第 69回本大会より施行する。 

本特例は、平成 29年 6月 16 日に改定し、第 73回より施行する。 

本特例は、平成 30年 4月 1 日に改定し、同日より施行する。 

 


